
  
一般社団法人 いちい 子ども・高齢者支援活動 助成金実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、一般社団法人いちい（以下「当社団」という。）が、修学又は進学の機会に恵ま

れない児童生徒への支援、子どもや高齢者が安心かつ安全に暮らすことのできる地域環境の整備、

地域課題の解決及び持続可能な地域社会づくりに資する活動を支援するために交付する助成金につ

いて、必要な事項を定めるものとする。 

 

（助成の対象） 

第２条 助成金の交付対象は、次に掲げる活動等に要する経費とする。 

（１） 修学又は進学の機会に恵まれない児童生徒に対する支援並びに児童生徒の学習環境の充実及び

教育機会の拡充に資する活動 

（２） 子ども及び高齢者が安心かつ安全に暮らすことのできる環境の整備、健康の維持及び増進、居

場所づくり、交流の促進並びに孤立の防止に資する活動 

（３） 子ども及び高齢者に関わる地域課題の解決、地域共生社会の推進及び持続可能な地域づくりに

資する活動 

（４） 子ども及び高齢者に関わる文化、芸術、スポーツその他地域社会の活性化に資する活動 

 

（助成の対象者） 

第３条 助成の対象者は、原則として北海道内、東京都区内及び横浜市内とし、理事長が別に定める市

区町村内に居住または活動する個人・団体・サークルで、次の各項に適合するものとする。 

１ 団体・サークルにあっては、一定の規約を有し、代表者が明らかであること。 

２ 会計処理が明確であること。 

３ 本条第1項及び第2項に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の対象としない。 

 （１）専ら営利を目的とする活動 

 （２）特定の政治又は宗教活動等の浸透を目的とする活動 

 （３）暴力団その他の反社会的勢力又はこれらと関係を有する団体が行なう活動 

（４）その他、上記に関連する活動 

 

（助成対象経費） 

第４条 助成金の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、第２条に掲げる助成対象に必

要な経費とする。ただし、第２条第２項及び第３項を実施する助成対象者の構成員となる団体及び

個人に対する人件費は対象外とする。 

 

（助成金の額） 

第５条 助成金の額は、助成対象経費の合計額から他からの補助金又は助成金を除いた額とし、上限額

は予算の範囲内で理事長が決定する。 

 

（助成申請書の提出） 

第６条 助成金の交付を受けようとする個人・団体は、助成申請書を当社団に提出するものとする。 

 

（助成対象の決定） 

第７条 助成対象の決定に当たっては、公平性を図るため、理事長が委員長となる選定委員会を設置

し、理事長が決定する。 

２ 選定委員会は複数名の選定委員で構成し、選定委員は理事長が選出する。 

３ 選定委員会で内容の審査を行ない、理事長が助成対象を決定した場合、交付すべき助成金の額を確

定し、申請者に通知する。 

 



（助成金の交付） 

第８条 助成金の交付は、原則として概算払いとする。 

 

（助成対象内容の変更） 

第９条 助成金の交付を受けた者が助成対象の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ理事長の承

認を受けなければならない。 

 

（実績報告） 

第10条 助成金の交付を受けた者は、目的達成後速やかに関係書類を添えて実績報告書を当社団に提

出しなければならない。 

 

（助成金の額の確定） 

第11条 当社団が前条による実績報告を受けたときは、実績報告書の内容を審査し、適当と認めた場

合は交付すべき助成金の額を確定し、確定した助成金より概算払いの金額が多い場合は、申請者に

その旨通知し、その差額を返還しなければならない。 

 

（助成金の交付決定の取り消し） 

第12条 次の各号に該当した場合、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部も

しくは一部の返還を命じることができる。 

（１）虚偽その他不正手段により助成金の交付決定を受け、又は助成金交付を受けたとき 

 （２）助成金を他の用途に使用したとき 

 （３）その他、本要綱に違反したとき 

２ 返還の期限等は返還請求書により行うものとし、期日までに返還しなかった場合は、返還期限の翌

日から起算し返還された日までの日数に応じ、年10.95％の割合で計算（年365日の日割計算）した

違約延滞金を当法人に支払わなければならない。 

 

（要綱の改廃） 

第13条 この要綱の改廃は理事会の決議によるものとする。 

 

（補則） 

第14条 この要綱に定めるほか、この要綱の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和8年5月25日から施行する。 
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